
様式第1－2号

聿
冒支出証拠

名・議員氏堰

整理番号 2-8-4-1

経費項目 錨聯繧研修費鰯雛識費霧鯛靜瀧含識鮮M鰄費熱購入費慰事翻費人件費

内 容 政務活動費収支報告書の提出画送代）

年月 日 令和6年4月1日～ 年 月 日 金額 370円

目的
政務活動費収支報告書の提出

使途
政務活動費収支報告書の提出のための郵送代

政務活動．

県政との

閨庫件

政務活動費収支報告書の提出

く領収書貼付枠＞
領収書

翌月香芒子

[販売］

様

レターパックライト （370円）
370円 1枚 ￥370

小計 ¥370

豊
¥0

(10%) ¥O)
¥370

舗 ¥370
お預り金額 ￥570

油リ ￥200
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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灘嬬講零世
騨鐵撫鰄
TEL:0570-023-971

１
胡
屹

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

370円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

370円



様式第1－2号

聿
冒支出証拠

名・議員氏宅

雲謡号 2-8-4-2

経費項目 識鋤儲費研修費醗癖費蕊綱識鍛会議費資鵬H賊費鮮陶噴騒…峠
内 容 コピー機リース料

年月 日 令和6年久月3日～ 年月 日 金額 5,500円

目的
Ⅳ1J昼トリlノ旦寺才まり刀1口…〔二1 ．Jノイｰv詞〆曹〆彦星'1‐ 1 1 ↓ ノシuJ DEン、

使途
牛月分リース代

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

11,000円×1/2＝5,500円

祠06-04-0312001 '1,000|ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ Ib 8
､リ －

ノ

識
嘩

按分

の理由

活動･後援会活動で

するため

領収書金額(a)

11,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

5,500円
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様式第1－2号

支出証拠書

全派名・議員氏名自民準

轄理番号

経費項目 術溺罐研修…噸漫辮鰐識冒慧鑛資料揃漫欝鴨，畷⑳事諏談ﾉ僻費
内 容 来客用ボトルウォーター代

年月 日 令和6年4月23日～ 年 月 日 金額 730円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

＜､詞貝llX言悦貞1可ｲ牢〃

別紙に添付

『 1
9

,祠06-04-2312001 1,4601SM8C(ｽｽ:,ヨ ク ’

政務活動費支出額(a×b)

1,460円

1／2

％ 730円



様式第1－2号

支出証拠害

今派名・議邑氏名自民準会議

垂崔恵勺 2-8-4-4

経費項目 調罰i蟻研修費広聴"讃蕊鬮蝿瞬会議費齢M癖濁撫磧謡費⑳人件宴
内 容 事務所電気代（4月請求分）

年月 日 令和6年4月15日へ令和 年 月 日 金額 2,723円

目的
政務活動を行うための享識聯鋳

使途
電気代4月分請求分

関連性

I ’

く領収書貼付枠＞

祠06-04皇1512001 5,4461ﾁ"デ､ﾝﾐﾗｲｽ” ’1

案分の理由

政務活動･後援会活動で

按分するため

領収書金額(a)

5,“6円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,723円



様式第1－2号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

整理番号 2-8-4-5

経費項目 識鵬潰纒広卿灘艤蕊繍鰐艤攪会議費資料鰄費鋤瀞費薑霧費事鍼費⑯
内 容 事務員雇用（4月分）

年月 日 令和6年3月19日～令和6年期19日 金額 100,000円

目的
政務活動をﾈ鋤する職員を雇用

使途
4月分給与

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

給与支払明細書

令和6年4月分

|ﾛ■ﾛ| [""'II | 200,000 0 | 4770 14,7701 195,230■
■■■■■

氏名 給与

エ エ
ゴー ＝可

交通費 手当 手当計

》
絹

控除

社保 所得税 控除

計

差引

支給額
受領印

按分す

動･後援

るため

会活動で

領収書金額(a)

200,000円

案分率(b)

1／2

％

政務活動 支出額(a×b)

100,000円



様式第1－2号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

…杳君一 2-8-4-6

経費項目 調査職費研修費広聴鰐癖熊報鱸会議資料'誠費鯵亭務費事諦i費人件費

内 容 新聞購入代（4月分）静岡新聞

年月 日 令和6年4月30日～ 年 月 日 金額 3,300円

目的
県政､社会情勢に関する情報収集

使途
令和6年4月分購読料

政務活動・

県政との

関連性

県政に関する情報を収集し政務活動（質問・政策）に活かす

く領収書貼付枠＞

厩06-04-3012001 3,3001ｼﾐｽ$,ｼかﾝテン I

案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

3,300円

／

100％ 3,300円



様式第1－2号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

毎J

整理番号 2-8-4-7

経費項目 調査研究費･’修費･広聴I輔費･野諏擦漉婚･会議費⑳ ･鮮購）費･事務費･謡翻漬･人件費

内 容 コピー料（3月請求分）

年月 日 令和6年4月30日～ 年 月 日 金額 2,763円

目的
資料等のコピー

使途
令和6年3月請求分のコピー料

政務活動

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成

援会活動で

領収書金額(a)

5,526円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,763円
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衣明細
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2024年3月31日締切分請求No.

株式会社ヨシカ

欝”
〒424-0064

TEL:054-34

T408000101

静清信用金
普通口座：
名義：株式

r日
登録番号T4080001017692

下記の通り御請求申し上げます

424-0806

静岡県静岡市清水区辻1-9-3

望月香世子事務所御中
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様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・望月香世子）

整理番号 2-8-4-8

経費項目 ⑳ ･研修費

内 容 内外情勢調査会年会費・振丞手数料伶和5年5月～令和6年3月分）

年月 日 令和6年4月 ～令和7年3月 金額 238,480円

会の趣旨．

目 的

国内外の情勢について、國人の知識の向上と郵阜の増進を図り、国内外の情報の収集分

析及び調査を行うとともに、地域社会と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

･講演会等の開催

･国内外の情勢についての艤艮、資料の収集及ひ調査

･前号にて収集した情報、資料の翻訳、分析、編集、配布

政務活動

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成

く領収書貼付枠＞

237,600+880＝238,480
－

2ノノ'OOO円舞/. {
(矛沁）

※添付書類：団体の会則・事業概要． <砂 （ 定款 ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

238,480円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

238,480円
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第1条この規程は､一般社団法人内外情勢調査会(以下｢との法人｣という｡)の定款第6条および第9条の規定に
(目的）

基づき、この法人の会員の入会および退会の手続琶等について､必要な細則を定めることを目的とする。

第2条この法人の会員の種別は正会員､一般会員､名誉会員とし､各種別の定義は定款第5条によるものとする。
(会員の種別）

第3条この法人の正会員および一般会員になろうとする個人､法人又は団体は､所定の入会申込害を会長に対
(入会）

し提出し､その承認を得なければならない。
2会長は､前項の申込みを受けたときは､当該入会申込者の入会を承認するか否かを､定款で定める会員

種別および次に掲げる基準を基に決定する。
（1）この法人の会員であった者である場合においては､過去において除名の処分を受けたもの､もしく

は現在において未納会費がないものであること。
(2)成年被後見人または被保佐人でない者であること。
(3)社会的な信用を失墜させる行為を行っていないこと。
(4)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

3会長は､前項の決定をしたときは､入会申込者に対し､速やかに決定内容を通知しなければならない。
4名誉会員については､会長が､定款第5条に基づき､正会員もしくは一般会員又は学誠経験者の中から

候補者を挟定して通知し､候補者本人が承諾することをもって､承認とみなす。
5会長は､入会申込者の入会を承認したと萱は､当該入会申込者を､速やかに会員の種別に応じて会員名

簿に登録しなければならない。

第4条入会者は､入会後速やかに､一般社団法人内外情勢調査会会費規程に定める会費を納入しなければならない。
(会費）

８
１
１
１
１

入

第5条会員の資格潅有する期間(以下｢本資格期間｣という｡)は､入会月の月初から1年間とし､期間満了の月
(会員の資格）

の末日から1カ月前までに第6条で定める退会届の提出がない場合､本資格期間は自動的に1年間更新４
ロ
ロ
ー
：
１
１
■
９
日
■
Ⅱ

されるものとし､以後も同様とする。

退会しようとする正会員および一般会員は､前条に定める本資格期間の満了をもって退会を希望する場
合には､その満了の月の末日の1カ月前までにへ又は､前条に定める本資格期間の途中で退会を希望する
場合には､その退会希望日の1カ月前までに､会長に対して所定の退会届を提出することにより､退会す
ることがで差る。

(退会）

第6条
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平成24年4月1日施行

令和5年6月28日改定

令和6年1月1日改定

(目的）

第1条この規程は､一般社団法人内外情勢調査会(以下｢この法人｣という｡)の定款第7条に基づき､会費の納
入に関し､必要な細則を定めるものとする。

(会費）

第2条

年会費

年会費

年会費

正会員および一般会員は､入会する本'支部により設定された次の年会費･(税別)を納入しなければならない。
276‘000円…東京本部

244,800円．,城南､城北､東京北､銀座､東京東､葛飾､新宿

230,400円･･･札幌､宮城､多摩､武蔵野八王子､横浜､横浜みなと､千葉､さいたま､名古屋､静岡へ
大阪､河北､堺.泉州､大阪南､東大阪､大阪シティ､北おおさか､京都､神戸､広島､福山、

広島中央､福岡

216,000円．‘‘苫小牧､箒広､釧路､畑ll､石巻青森､弘前､八戸､秋田､盛岡､岩手県南､山形､荘内､福島、
郡山､いわき､会津､江戸川､飛鳥､川崎､平塚､小田原､横須賀､武相､川II奇北､厚木県央、

． 湘南､東葛､南房総東葛北部､成田､熊谷､川口､川越､埼玉東部､埼玉西部､群馬､桐生、

宇都宮､足利､佐野､栃木県北､茨城､茨城県南､山梨､富士､長野､上田､松本､諏訪、

新潟､長岡､知多､春日井､岡崎､豊田､刈谷､西尾､豊橋､浜松､沼津､清水､岳南中東遠、

志太､島田榛原､岐阜､大垣､東濃､津､四日市､松阪､富山､石川へ福井､尼崎､姫路､阪神、

滋賀､滋賀北､奈良､和歌山､呉､岡山､倉敷､鳥取､米子､松江､山口､宇部､周南､岩国、

下関､松山､新居浜､今治､南予､宇和島､香川､徳島､高知､久留米､北対|､i､佐賀､長崎、

長崎県央､佐世保､熊本､八代､大分､宮崎､鹿児島､沖縄

180,000円-･西武､さわやか

120,000円…飛騨

年会費

年会費

年会費

卜

(会費の納期）

第3条正会員および一般会員は､入会時・入会期間更改時の月の末日までに､年会費の全額を納付しなければ
ならない｡ただし､会員が官公庁の場合に限りへ会費3カ月分(年会費の4分の1）ごとの後払いによる
納付を認めるものとする。

I

(会費の免除）

第4条名誉会員の会費は免除することができる。

2理事会が特別な事情を認めた支部につき､一般会員の会費を減額する場合がある｡対象となる会員およ
び会費は､当該支部が別途定め､会長の承認を受けるものとする。

附則

この規程は､一般社団法人内外情勢調査会の設立の登記の日〔平成24年4月1日)から施行する。
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第7壷資産および会計

(財産の種別）

第44条との法人の財産は､基本財産およびその他の財産の2種類とする。

2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は､基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持および処分）

第45条基本財産についてこの法人は､適正な維持および管理に努めるものとする。

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には､理事会において､議決に

加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。 心

(財産の管理・運用）

第46条この法人の財産の管理･運用は､会長が行う。

詔

(事業年度）

第47条この法人の事業年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算）

第48条この法人の事業計画書､収支予算書については､毎事業年度開始の日の前日までに､会長が作成し､理

事会の決灘を経て､直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

ぐ

(事業報告および決算） ’

第49条この法人の事業報告および決算については､毎事業年度終了後､会長が次の書類を作成し､監事の監査
を受けたうえで､理事会の承認を受けなければならない。

（1）事識艮告

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）損益計算書(正味財産増減計算書）

（5）貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

前項の承認をうけた書類のうち、第1号､第3号､第4号の書類については､定時総会に提出し､第1号

の書類についてはその内容を報告し､その他の書類については承認を受けなければならない。

第1項第1号から第5号の書類および監査報告(以下｢計算書類等｣という)を定時総会の日の1週間前

の日から5年間､主たる事務所に備え置くとともに定款および正会員名簿を主たる事務所に備え置くも

のとする。

正会員およびこの法人の債権者は､計算書類等および定款について､正会員は正会員名簿について､こ

の法人の業務時間内はいつでも､それぞれ法令の定めるところにより閲覧等の請求をすることができる。
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様式第1－2号

書支出証拠

更菫会諄

鑿ﾐ坪杳言． 2-8-4-9

経費項目 …費研修費広聴広報費蕊鯛隷鱸会議費舗俸鶴糖續慰事翻管峠
内 容 事務所水道代（3月定例分）

年月 日 令和6年4月16日～令和年月 日 金額 1,840円

目的
政務活動を行うための事務所維持

使途
事務所水道代（3月定例分）

政務活動

県政との

関連性

く領収琴占付枠＞

3,679×1/2＝1,840

i旬~砺三蕊三河画面T－－＝5祁不両テーラ

案分の理由

政務活動・後援会活動で

按分するため

領収書金額(a)

3,679円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,840円


